
（記載例） 

 

 

                のため、 

薬剤師が○○時まで不在です。 

 

法令の定めにより、薬剤師不在中

に調剤を行うことはできませんので

ご了承ください。 
 

●●薬局 



  

【薬剤師不在に係る掲示物作成にあたっての注意事項】 

 

＊この掲示物は、薬剤師不在時間中、薬局内及び薬局外の見やすい場所に掲示する

こと。 

 

＊掲示の内容には次の①～③の事項を含むこと。 

①調剤に従事する薬剤師が不在のため、調剤に応じることができない旨 

②調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由 

③調剤に従事する薬剤師が当該薬局に戻る予定時刻 

 


